
お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

　共済組合では、平成26年４月1日以降に新たに開設する共済預金口座か

ら、副印鑑（通帳表紙裏面に貼付しているお届印）の貼付を原則廃止すると

ともに、既に副印鑑が貼付された通帳をお持ちの方については、希望によ

り副印鑑の取外しが出来るものとしております。

　なお、副印鑑の貼付がない通帳で、口座開設店以外の窓口で共済預金の

払戻しを希望する場合、払戻しまでに数日を要することとなりますので、

本組合の入学貸付などで臨時にお金を必要とする場合にはご注意くださ

い。

　また、副印鑑を新たに貼付することも出来ますので、詳しくは福祉課ま

たは埼玉りそな銀行県内各支店までお問い合わせください。

共済預金からのお知らせ共済預金からのお知らせ

　レクリエーション施設利用券は、1年度内（4月1日～3月31日）の利用回数に制限がありま
すので、下記のご利用方法に注意してご利用ください。

　利用券の使用可能な施設については、「共済事業のあ

らまし」又は共済組合ホームページ（最新情報）のレクリ

エーション施設一覧表にてご確認ください。

レクリエーション施設の利用助成制度について

利 用 対 象 者：組合員及び被扶養者（本組合にて組合員証等が発行されている方）に限る。

利用限度回数：  １施設につき１人１回が利用限度（レジャー施設等） 
ただし、キャンプ場、映画館及び日帰り温泉は、指定施設の中から１年度
内１人３回を限度とします。
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